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＜埼玉県＞

埼玉県における指導力不足教員に係る人事管理制度

１ 指導力不足教員の認定までの流れ

児童生徒を適切

に指導できない教員

（ ）校内指導 県教委が支援

指導力に課題のある教員

・市教委、県教委指導主事派遣

指導力不足教員の申請

（市町村教委・県立学校長→県教委)

（意見申立）

判定対象教員に意見を申し出る機会の設定

判 定 委 員 会

指導力不足教員の決定（県教委）

（状況報告）

・県立総合教育センター所長 研 修 （意見聴取）

→県教委 ・指導力不足教員から意見聴取、

→県立学校長、市町村教委

指導力不足教員決定の解除申請 研修延長に係る申請

（市町村教委・県立学校長） (市町村教委・県立学校長)

判 定 委 員 会

指導力不足教員の解除等の決定（県教委）

学 校 復 帰 再 研 修 等
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２ 指導力不足教員の研修について

○指導力向上研修の目的

指導力不足教員に対し、児童生徒に対する指導力の向上を図ることを目的とする。

○研修の概要

センター研修 社会体験研修 市町村教委研修 学校研修

研修日数 週３～４日程度 （週２～１日程度）

年間８週間 月１～２日程度 月２～３日程度

研修計画 総合教育センター所長が例示する

研修機関 総合教育 県立公立施設等 市町村教委 所属校センター

計画書作成 総合教育 施設長 市町村教育長 校長センター所長

研修内容 ○児童生徒の指導に関すること

○人間関係の構築に関すること

○教員としての意欲や使命感に関すること

研修課題 ○学級（ホームルーム）経営 ○学習指導 ○生徒指導

○コミュニケーション能力 ○児童生徒への接し方

○保護者への対応 ○社会性の向上と視野の拡大

○教育公務員の在り方 ○校務分掌 ○その他

研修方法 ○講話 ○講義 ○演習 ○模擬授業 ○受業実習

○発表 ○文献による研究 ○体験研修 ○面談

、 、 、 、備 考 ・指導力向上研修は センター研修 社会体験研修 市町村教委研修

学校研修から構成されている。

・２年目の研修については、申請者は、指導力不足教員を学校等にお

いて継続的に研修させることが、特に効果的であると判断した場合

は、予め県教育委員会と協議の上、学校等研修を実施することがで

３ 免転職・分限処分等

研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導が適切に行

うことができないと認められる場合には、免転職、分限処分等必要な措置を講ずる。
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